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介護老人福祉施設 利用料金表 

＜平成 30年 4月 1日現在＞ 

 

 

①基本料金 

＜施設利用料＞（平成２７年８月より適用） 

 １日あたりの利用料金 介護保険適用時の１日あたりの 

自己負担額（1割負担） 

要介護度１（547単位） 5,962円 597円 

要介護度２（614単位） 6,692円 670円 

要介護度３（682単位） 7,433円 744円 

要介護度４（749単位） 8,164円 817円 

要介護度５（814単位） 8,872円 888円 

 

＜その他加算＞ 

      

加算No 加算項目 単位数 自己負担額 備考 

1 日常生活継続支援加算 36単位/日 40円 介護福祉士増配置 

2 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ 18単位/日 20円 介護福祉士増配置 

3 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 12単位/日 13円 介護福祉士増配置 

4 サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 6単位/日 7円 介護・看護常勤職員割合 

5 サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6単位/日 7円 介護・看護勤続年数割合 

6 看護体制加算（Ⅰ）イ 6単位/日 7円 常勤看護師配置 

7 看護体制加算（Ⅰ）ロ 4単位/日 5円 常勤看護師配置 

8 看護体制加算（Ⅱ）イ 13単位/日 15円 看護職員増配置 

9 看護体制加算（Ⅱ）ロ 8単位/日 9円 看護職員増配置 

10 夜勤職員配置加算イ 22単位/日 24円 夜勤職員増配置 

11 夜勤職員配置加算ロ 8単位/日 9円 夜勤職員増配置 

12 精神科医療養指導加算 5単位/日 6円 精神科医配置 

13 認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3単位/日 4円 認知症介護の研修終了 

14 認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4単位/日 5円 認知症介護の指導研修修了 

15 認知症行動・心理症状緊急対応加算 200単位/日 218円 認知症緊急入所 

16 個別機能訓練加算 12単位/日 13円 常勤理学療法士配置 

17 栄養マネジメント加算 14単位/日 16円 管理栄養士配置、栄養ケア計画 

18 経口移行加算 28単位/日 31円  

19 経口維持加算（Ⅰ） 400単位/月 436円  

20 経口維持加算（Ⅱ） 100単位/月 109円  



 ２ 

21 口腔衛生管理体制加算 30単位/月 33円  

22 口腔衛生管理加算 110単位/月 120円  

23 療養食加算 18単位/日 20円  

24 看取り介護加算（１） 144単位/日 157円  

25 看取り介護加算（２） 680単位/日 742円  

26 看取り介護加算（３） 1280単位/日 1396円  

27 凖ユニットケア加算 5単位/日 6円  

28 常勤医師配置加算 25単位/日 28円  

29 障害者生活支援体制加算 26単位/日 29円  

30 外泊時費用 246単位/日 269円  

31 初期加算 30単位/日 33円  

32 退所前訪問相談援助加算 460単位/日 500円  

33 退所後訪問相談援助加算 460単位/日 500円  

34 退所時相談援助加算 400単位/日 436円  

35 退所前連携加算 500単位/日 545円  

36 在宅復帰支援機能加算 10単位/日 11円  

37 在宅・入所相互利用加算 40単位/日 44円  

38 若年性認知症入所受入れ加算 120単位/日 131円  

39 介護職員処遇加算（Ⅰ） 8.3％   

40 介護職員処遇加算（Ⅱ） 6.0％   

41 介護職員処遇加算（Ⅲ） 3.3％   

42 介護職員処遇加算（Ⅳ） （Ⅱ）の90％   

43 介護職員処遇加算（Ⅴ） （Ⅱ）の80％   

 

②食費 

所得段階 負担限度額 補足給付 合計 

第１段階（生活保護を受給・市町村民

税非課税の老齢福祉年金受給者） 

 

300円／日 １，080円／日 

 

1，380円 

 

第２段階（市町村民税非課税世帯で

あって、課税年金収入額と合計所得

金額の合計が 80万円以下の方） 

390円／日 990円／日 

 

1，380円 

第３段階（市町村民税非課税世帯で

あって課税年金収入が80万円超 266

万円未満の方など） 

650円／日 730円／日 

 

1，380円 

第４段階（上記以外の方） １，482円／日 0円／日 

 

1，482円 
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③光熱水費 

所得段階 負担限度額 

第１段階（生活保護を受給・市町村民

税非課税の老齢福祉年金受給者） 

0円／日 

第２段階（市町村民税非課税世帯で

あって、課税年金収入額と合計所得

金額の合計が 80万円以下の方） 

370円／日 

第３段階（市町村民税非課税世帯で

あって課税年金収入が 80万円超 266

万円未満の方など） 

370円／日 

第４段階（上記以外の方） 370円／日 

 

④室料（平成２７年８月より適用） 

所得段階 負担限度額 補足給付 合計 

第１段階 0 円／日 470円／日 470円 

第２段階 0 円／日 470円／日 470円 

第３段階 0 円／日 470円／日 470円 

第４段階 470 円／日 0円／日 470円 

 

⑤その他の日常生活費 

○日用品費 

実費にて徴収させていただきます。 

○預かり金の出納管理及び事務手続きに係る費用 

１日あたり 100円 

 

⑥その他の料金 

○特別食 

1食あたり（ご相談に応じます） 

○理美容費 

美容 ヘアカット 1,500円 （パーマ・カラー5,500円） 

○その他 

上記の他、レクリエーション費用、買物サービスの費用等は自己負担が発生する場合があり 

ます。 


